
（別添１）国民保護措置の実施のための体制 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民保護措置を実施 危機管理計画、消防法、災害対策基本法等に基づく措置を実施  実施する措置 

【武力攻撃災害の兆

候の通報があった場

合に限る】 
 
準 備 体 制 を 取 り つ

つ、地域防災計画等

に基づき措置を実施 

災害対策本部等 

警戒体制 

災

害

未

発

生 

実施体制により、国

民保護計画に基づき

措置を実施 

国に対し、国民

保護対策本部を

設置すべき市と

して、閣議決定

による指定を求

める。 

実施体制により、国

民保護計画に基づき

措置を実施 

実施体制により、国

民保護計画に基づき

措置を実施 

国民保護対策本部 

災害対策本部等 

危機管理対策本部 

実 施 体 制 

災害対策本部等 

準 備 体 制 を 取 り つ

つ、危機管理計画に

基づき措置を実施 

警 戒 体 制 を 取 り つ

つ、地域防災計画等

に基づき措置を実施

【武力攻撃災害の兆

候の通報があった場

合に限る】 
 
準 備 体 制 を 取 り つ

つ、危機管理計画に

基づき措置を実施 

危機管理対策本部 

準 備 体 制 

市
に
お
い
て
必
要
な
措
置
を
実
施
す
る
体
制 

災

害

発

生

後 

国の体制 
事態認定 

体制無し 
事態認定前 

通知前 対策本部設置の通知後 

武力攻撃事態等対策本部を設置 
市域内で発生した災害等に対する事態認定後  

指定の通知 

【用語の説明】 
 
○事態認定 

国 が 、 武 力 攻 撃 事 態 等

（緊急対処事態）に至った

ことを認定すること。 

 
○準備体制 

各局室区に情報担当職員

を配置し、情報の収集等

を行なうための体制 
 

○警戒体制 
情報の収集等のほか、国

民保護措置に準じた一部

の措置が実施できる体制 
 

○実施体制 
全職員により国民保護措

置を実施できる体制 


